
綾瀬市障害者グループホーム設置補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の入所施設から地域への移行を推進するため、障害者グ

ループホーム設置費の額の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規

則第１５号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。）第５条に規定する

共同生活援助を提供する施設をいう。 

（補助の対象等） 

第３条 この要綱における補助の対象は、綾瀬市内にグループホームを新規に設置す

る者とする。この場合において、補助金の対象経費は、神奈川県で定める市町村障

害者福祉事業推進補助金交付要綱（平成３１年４月１日施行）及び市町村障害者福

祉事業推進補助金交付要領（平成３１年４月１日施行）に基づく交付基準額の範囲

内で市長が定める額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときには、その端

数金額を切り捨てるものとする。 

３  補助対象経費は、新規設置時に必要となる電話敷設費その他入居者の生活に必要

な備品購入費等とする。 

（補助金交付の申請手続） 

第４条  補助金の交付を受けようとする者は、障害者グループホーム設置補助金交付

申請書(第１号様式)に次に掲げる書類を添えて、グループホームを開所する日まで

に市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書（第２号様式) 

(3) 土地及び建物の状況 

(4) 賃貸借契約書の写し（土地又は建物を賃借している場合に限る。） 

（補助金交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、



交付の可否を決定し、障害者グループホーム設置補助金交付決定通知書(第３号様

式)により、当該申請者に通知するものとする。 

（届出義務） 

第６条 補助金の交付を受けて事業を行う者は、事業の完了後、事業完了届(第４号

様式)を市長に提出しなければならない。 

（事業実績報告書の提出） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了後３０日以内に障害者グループホー

ム設置補助事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

(1) 収支決算書（第６号様式） 

(2) 領収書の写し 

（書類の整備等） 

第８条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出の経理状況を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整備し、保管するものとす

る。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する市の

会計年度の翌年度から起算して５年間保存するものとする。 

（財産処分の制限） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金により移動リフトを取得した場合、

取得後５年を経過するまでは、当該移動リフトを処分してはならない。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

 

障害者グループホーム設置補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住   所 

名   称 

代表者氏名                    ㊞ 

施  設  名 

 

次のとおり申請します。 

１  事 業 名  綾瀬市障害者グループホーム設置補助事業 

２  施行場所  綾瀬市 

３  事 業 費                                    円 

４  計画概要 

 

 

 

 

５ 着手予定年月日                年    月    日 

６ 完了予定年月日                年    月    日 

７ 添付書類 

□  事業計画書 

□  収支予算書（第２号様式） 

□  土地及び建物の状況 

□  賃貸借契約書の写し 

□  その他（       ） 



第２号様式（第４条関係） 

 

収支予算書  

 

(収入の部) 

区 分 予算額 摘 要 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合 計   

 

(支出の部) 

区 分 予算額 摘 要 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合 計   



第３号様式（第５条関係） 

 

障害者グループホーム設置補助金交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

綾瀬市長        印 

 

  年  月  日申請があった    年度綾瀬市障害者グループホーム設

置補助金の交付について、次のとおり決定したので通知します。 

 

１  事 業 名  綾瀬市障害者グループホーム設置補助事業 

２  施行場所  綾瀬市 

３  補助金額                                    円 

４  条    件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

事業完了届 

 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住      所 

名      称 

代表者氏名                     ㊞ 

施  設  名 

 

次のとおり届けます。 

 

１  事 業 名    綾瀬市障害者グループホーム設置補助事業 

２  施 行 場 所    綾瀬市 

３  着手年月日              年    月    日 

４  完了年月日              年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

障害者グループホーム設置補助事業実績報告書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

住      所 

名      称 

代表者氏名                      ㊞ 

施 設 名 

 

次のとおり報告します。 

 

１  事 業 名    綾瀬市障害者グループホーム設置補助事業 

２  施行場所  綾瀬市 

３  事 業 費                                    円 

４  補助金額                                  円 

５  着手年月日                 年    月    日 

６  完了年月日                 年    月    日 

７  経過と内容 

８  添付書類 

□ 収支決算書（第６号様式）  

□ 領収書の写し 

□  その他（                       ） 

 

 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

収支決算書 

 

(収入の部) 

区 分 予算額 決算額 増減（△) 摘 要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     

 

(支出の部) 

区 分 予算額 決算額 増減（△) 摘 要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     

 


